
様式１（第３条関係）                                                                        

下 水 道 指 定 工 事 店 指 定 申 請 書                      

                                   年   月   日  

（申請先）駒ヶ根市長        〒   

                   住 所          

（申請者）商号又は名称    

            （本社）代表者氏名                   印  

               電 話 番 号           （    ）   
 

駒ヶ根市下水道指定工事店の指定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

なお、駒ヶ根市下水道指定工事店として指定されたときは、下水道に関する法令、条例及び 
 

規則を遵守し、誠実に業務を履行すること、及び万一違反した場合は、指定の取消しその他の  

処分を受けてもなんら意義を申さないことを誓約します。また、駒ヶ根市市税が賦課されてい 

る場合、税関連資料を下水道指定工事店事務担当者が閲覧することを承諾します。 
 

 申 請 の 区 分         １ 新規   ２ 継続 （前指定番号 第      号（  ））   

 県
内
の
営
業
所
又
は
店
舗 

住所 

所在地 

 電 話    

  ＦＡＸ    

 ﾌ ﾘ ガ ﾅ        

 商号又は    

 名  称    

 ﾌ ﾘ ガ ﾅ        

 代表者名    

 営 業 内 容           

 

技 
 

術 
 

者 

登録番号 第       号 第       号 第       号   

 ﾌ ﾘ ガ ﾅ          

 氏  名      

 登録番号 第       号 第       号 第       号   

 ﾌ ﾘ ガ ﾅ          

 氏  名      

                         ６名以上の場合は、別紙で添付  

添付書類                     ＊市処理欄（記入しないでください。）        

＊（継続の場合は①③⑤⑦ ： ⑤は完納証明書のみ）  確認 備       考  

① 誓約書（この申請書に有り） ①    

 ② 履歴書（法人は代表者のもの） ②    

 ③ 住民票等(個人)又は登記簿謄本及び定款(法人) ③    

 ④ 身分証明書（法人は代表者のもの） ④    

 ⑤ 市税の完納を証明する書類及び償却資産(種類 

別明細)証明書 
⑤ 

   

 ⑥ 従業員名簿 ⑥    

 ⑦ 責任技術者資格者証写し ⑦    

 ⑧ 営業用機械器具類調書 ⑧    

 ⑨ 最近１年間の工事経歴書 ⑨  
交 付 

手数料 

納付書発行   

 ⑩ 営業所位置図、平面図及び写真 ⑩  新(¥10,000)納付   

 ⑪ 管工事登録許可証写し（建設業法第３条 
⑪  

継(¥5,000)納付   

   第１項の許可を受けている場合） 新指定 

番 号 
第      号（  ) 

 

 ⑫ その他 ⑫   

但し、⑤は駒ヶ根市が市税を賦課している事業者で

あるときは、省略することができる。 



 

 

 

 様式 11（第 9 条関係）                                                                     

   

 下水道指定工事店営業休止等・店舗移転届  

   

                                年   月   日  

   （提出先）駒ヶ根市長             〒    -  

                 住   所    

   

                 商号又は名称    

   

                 代表者氏名                 印  

     

                                                   （℡    -      ）  

   駒ヶ根市下水道排水設備指定工事店規則第 9 条の規定により、次のとおり届け出ます。  

   

   

       

   休 止 期 間          年  月  日 ～     年  月  日   

       

  営業休止     

   休 止 理 由         

       

       

   廃止年月日    年   月   日   

       

       

  営業廃止 廃 止 理 由         

       

       

   添付書類等 駒ヶ根市下水道指定工事店証   

       

       

   新住所    

  営 業 所     新所在地    

       

  又は店舗 旧住所    

   旧所在地    

  の 移 転         

   添 付 書 類      店舗の位置図、平面図、写真   

       

   

 

 



  様式 12（第 8 条関係）                                                                   

 下 水 道 指 定 工 事 店 変 更 届                   

                                年   月   日  

 （届出先）駒ヶ根市長                〒    -  

                 住   所    

            （本社） 商号又は名称    

                 代 表 者                      印  

            （℡    -  ）  

   駒ヶ根市下水道排水設備指定工事店規則第８条第２項の規定により、次のとおり届  

 け出ます。  

   

               登録番号 第          号   

        変            登録番号 第          号   

     技             登録番号 第          号   

        更            登録番号 第          号   

     術             登録番号 第          号   

        後            登録番号 第          号   

     者             登録番号 第        号   

               登録番号 第        号   

     の      変            登録番号 第        号   

               登録番号 第        号   

     変      更            登録番号 第        号   

               登録番号 第        号   

     更      前            登録番号 第        号   

               登録番号 第        号   

  

代表者の 

 

変  更 

    

  新 代 表 者          

      

      

  旧 代 表 者          

      

   フ リ ガ ナ          

  商号又は     

   新 商 号          

  名称変更 フ リ ガ ナ          

       

   旧 商 号          

       

   新 組 織          

  組織変更     

       

   旧 組 織          

       

  ＊ 添 付 書 類            １ 登記簿謄本    ２ 定款   

   

 



 

 

 様式３（第５条関係）  

                
      

 

   年   月   日 

 （申請先）駒ヶ根市長  
 
 

住   所  
 

   商号又は名称 
 

代 表 者                  ㊞ 

                                                        （℡   -     ）  

  下水道指定工事店証を（き損・汚損・亡失）したので、駒ヶ根市下水道排水設備指定 

工事店規則第５条の規定により、下水道指定工事店証を再交付してください。 

下水道指定工事店証  
き  損  等  届 

再 交 付 申 請 書 

 

 

指 定  番  号  第        号  有効期間      年  月  日まで  

 

き損、汚損、  

亡失等年月日  
   年   月   日  

 き損、汚損、  

 

 亡失等の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 ＊以下市処理欄  

 

 

 

 
再交付手数料  

￥５,０００  

納付書発行    

納付済確認   

  上記の再交付申請に基づき、駒ヶ根市下水道指定工事店証を別添のとおり再交付したい  

 がよろしいか。（新証の有効期間＝発行(起案)の日から指定期間満了の日まで）  

  起案     年  月  日                          (    年  月  日） 

保存年限  長 10 ５ ３ １ 
係 長 

課 長 

補 佐 

決裁区分   

施 行 起 案 係  内  課 長 部 長 

   月 日       

 


